
 

 

 

 
「地域の安全は住民自らの力で確保しよう」と、県内各地で数多くの防犯活動グループ

が結成され、地域ぐるみの取組の輪が広がっており、こうした取組をさらに広げ、安全で

安心な兵庫の実現を図ることが望まれます。 

このため、平成19年度より犯罪を防止するための活動や犯罪につながるおそれのある環

境を改善する活動のリーダー役となる「地域安全まちづくり推進員」を県内各地域に設置

しています。 

ぜひとも、皆さん方のまちづくり防犯グループから「地域安全まちづくり 

推進員」を多数推薦（代表者の自薦も可）してください。 
 

 

 

地域安全まちづくり推進員（以下「推進員」という。）は、地域安全まちづくり条例（平

成18年兵庫県条例第３号）に規定された兵庫県知事が委嘱するボランティアです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域安全まちづくり活動の先導（活動への参加の呼びかけや助言・指導） 

 

 

 

 

 

２ 活動グループの連携・協働の調整（近隣の複数グループによる協働事業の調整） 

 

 

 

 

３ 活動グループの地域間交流の企画・実施（先進的な活動グループとの交流促進） 

 

 

 

４ 警察等関係機関との連絡調整（関係機関への連絡・相談、情報の伝達・周知） 

 

 

 

自治会や婦人会など地区内の各種団体と協力して、防犯パトロール、学童の見守り活動、防

犯研修会などを企画し、地域の住民に広く参加を呼びかけて実施します。 

また、地域内の住民が防犯活動グループを組織化する場合に適切な助言を行うほか、これら

のグループが具体の活動を展開する際には、他のグループの活動事例やノウハウを提供します。 

近隣で活動する複数の活動グループが活動のノウハウや資材・人材などを共有し、協働事業

を展開するなどにより、効果的・効率的な活動が展開できるよう、様々な活動グループの代表

者間の橋渡し・調整を行います。 

警察署や県・市町の担当部署と連絡・相談するほか、防犯・犯罪情報の提供を受けて、地域

内の活動グループに周知し、防犯意識の高揚に努めます。 

 あなたの街から“地域安全まちづくり”の推進員を 
「地域安全まちづくり推進員」推薦のお願い 

 

推進員の位置付け 

 

推進員の役割 

 

参考：地域安全まちづくり条例（抜粋） 
 
（地域安全まちづくり推進員の設置） 

第14条 知事は、地域安全まちづくり活動に取り組む県民の中から、地域安全まちづくり推進員を委

嘱するものとする。 

２ 推進員は、県民等による地域安全まちづくり活動の推進を図るため、率先して地域安全まちづく

り活動に取り組むほか、県民等、県及び関係機関の連携及び協働に関する調整を行うものとする。 

 

他地域の推進員と連携し、先進的な活動に取り組む活動グループの事例を学ぶ交流会等を企

画・実施するなどにより、自らの地域における活動の質的向上を図ります。 



 
 

 
 
 
 
○ 活動の手引書をお渡しします。 

○ 研修会等を開催します。 

○ 防犯・犯罪情報を提供します。 

○ ボランティア保険に加入します。 

○ 推進員向け活動用品を配布します。 

※ 報酬や活動費はお支払いしません。 

 

 
 
 
 
推進員になっていただく方は、下記の要件を全て満たしている必要があります。 

なお、推進員の任期は３年以内となっており、再任することも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 
 
１ 「まちづくり防犯グループ」当たりの推薦人数 

１つの防犯グループごとに、概ね３名程度を推薦してください。 

※ 推薦人数は、活動の活性化や推進員の負担軽減、防犯グループを構成する団体の

多様化等のため４人以上の推薦であっても防犯グループの実情（規模、活動状況等）

に応じて弾力的に取り扱いますので、推進員の拡充に取り組んでいただきますよう

お願いします。 

２ 推薦書の提出 

推薦書は、防犯グループの活動区域を所管する県民局・県民センターの

地域防犯対策担当課へ提出してください。 

  ※ 防犯情報の提供や活動支援等を行うため、登録 

   された情報は、最寄りの市町及び警察署・防犯協 

会にも連絡しますので、ご了解願います。 

 

 

 

 

 

 

 

推進員に対する支援 

推進員の要件 

○ 自ら率先して地域安全まちづくり活動に取り組んでいただけること。 

○ 地域安全まちづくり活動の指導・助言を行うことができること。 

○ 県が結成を進めている「まちづくり防犯グループ」の代表者からの推薦が得られ

ること。（代表者の自薦も可） 

推進員を推薦いただく際の留意事項 

制度の詳細に関するお問い合わせ 

お近くの兵庫県各県民局・県民センター地域防犯対策担当課へお願いします。 
なお、お近くの県民局・県民センターの所在地等が不明の場合は、下記までお問い合

わせください。 
 兵庫県 県民生活部 特殊詐欺対策・くらし安全課 
    〒650-8567 神戸市中央区下山手通５－10－１ 
     電話 078（341）7711（内線 73083・73084） 
 
                      
 
 


